質問に対する総括的な考え方

今回の質問の統一したテーマとして、「市民の力を発揮するには」がある。以前にも触れているが、これからのまちづくりには市民自らがまちを作っていこうとする「力」がなければならないと考える。

本来は、こういった制度がなくても自発的に参加する意識の高揚が大切であるが、一つのきっかけを作ることが、その後の大きな流れを導くと言う事もある。

全ての事業が今すぐに出来るとは考えていないが、将来的には制度化することが大切だと思うし、是非そういった方向性を持ってもらいたい。

そういった観点から、本来同じ土俵の上にあるテーマを３段階に分けたのは、取り組み安い流れを考えての質問である。地域ポイント制度をいきなり考えるよりはエコポイント制度を先行させ、意識をある程度高めた所で（概ね３年か）地域ポイント制度に移行していく事も可能ではないか。

また、パーセント法は市民団体との協議なども必要であるが、資金に悩むこれらの団体からは受容れてもらえるものと思うし、彼らの力もまた「市民力」の一部であると思う。

前向きな方向での検討を大いに期待する。

環境負荷低減運動について

エコポイント制度の導入で環境負荷低減運動への積極的な参加と実効を上げることができないか

質問ポイント

＊　現在佐賀市が行なっている、市民・家庭レベルでの環境負荷低減運動についてその実態を問う

＊　廃食油回収・・・実効が上がらないのは何故か

＊　マイバッグ運動・現在どの程度普及しているのか

・・効果の確認作業は行なっているのか

・・参加店舗の現状は（店での対策は、参加店の拡大は）

· 省エネモニター・佐賀市独自での取り組みは行なわないのか

· ごみ減量運動や、３Ｒ運動の啓発にはどの程度の取組をしているのか

· 市民の参加を促すための方策として「エコポイント制度」の購入を提言

· エコポイントはゴミ袋や紙紐、エコバッグなどと交換できる

· 市民、商店が一体となった、「まちぐるみ運動」が展開できる

· 他市ではアルミ缶やペットボトル回収でも行なっている

市民力を生かした「まちづくり」について
地域ポイント制を導入することで、市民力を「まちづくり」に活用する

＊　市の指定する事業に協力したりや参加する事

＊　自治会等が行なう清掃活動や防犯活動でも（ボランティア、エコ活動・・）

＊　登録された市民団体の行なう活動に参加する（将来の形として）

＊　佐賀市の市民講座や出前講座に参加する

＊　溜めたポイントは市の施設や市が指定する施設の料金やバス回数券などに使える。エコポイントとの共有を図れば相乗効果を生む。

＊　市民団体の活動資金として提供する

質問ポイント

＊　いろんな行事や、自らボランティアやエコ活動に参加することで、市民意識の高揚と参加する事で地域や市民自らの力を向上させ、まちづくりに貢献できると考えるが

＊　市の事業やボランティア活動、出前講座などの参加率の推移
＊　佐賀市に導入しようとした場合に考えられる問題点は

＊　これからのまちづくりには、市民自らがまちづくりに関わる事が必要であるが、そのための市民力向上のための施策をどの様に考えるか
パーセント法の条例化に向けて

市民活動団体支援制度として、個人市民税の１％を活動支援金として交付する

パーセント法

一般納税者が所得税や住民税などの特定の割合に相当する金額を、特定の公益機関に寄附することを許可する法律の事。この法律はハンガリーで１９９６年に発足した。その後に、スロバキア、リトニア、ポーランド、ルーマニアと広がって日本においては千葉県市川市がこの制度を取り入れている。

個人住民税の１％を、市に登録された市民活動団体に寄附できる制度で市川市のホームページから、その一部を抜粋すると

１％支援制度とは納税に対する意欲を高めると共に、市民活動団体の活動を支援し促進していく事を目的とした「市川市納税者が選択する市民活動団体への支援に関する条例」で平成１７年度から制度がスタートした。
平成１９年度から納税者は３団対まで支援（届出）でき、納税者以外も地域ポイントにより届出が出来るようにするなど制度をバージョンアップした。
この制度は、地域づくりの主体であるボランティア団体やＮＰＯなど、市民の自主的な活動に対して個人市民税納税者等が支援したい団体を選び個人住民税額の１％相当額等（団体の事業費の２分の１が上限）を支援できるものである。（運営費は対象にならない）

質問ポイント

· 市民が市民の活動を応援する制度のあり方について

· 「市民活動団体への支援に関する条例（仮称）」の制定をどう考えるか

· 佐賀市に導入しようとした場合に考えられる問題点は
